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健康保険証についての重要なお知らせ

お手元の「健康保険証」は、令和7年12月1日で失効します。

１２月２日以降は使用できませんのでご注意ください。

マイナポータル（マイナ保険証利用登録状況の確認方法）

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001563400.pdf

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限切れにご注意ください！

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf

健康保険証は失効しますので返納は不要です。ご自身で破棄願います。

マイナ保険証をお持ちの方

１２月２日以降は、マイナ保険証をご使用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況は、ご自身で

マイナポータルで確認できます。

マイナ保険証をお持ちでない方

１２月２日以降は「資格確認書」ご使用ください。

申請なしで交付し、１１月１２日以降順次配布しています。

ぜひ「マイナ保険証」取得もご検討ください。

マイナ保険証の使用が困難な方

介助者など第三者のサポートが必要な要配慮者（障がいをお

持ちの方等）は、申請により「資格確認書」を交付されます。

１２月２日以降は「資格確認書」をご使用ください。

申請書は健保ＨＰ https://www.mgckenpo.jp


